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料 金 表 

（ 業 務 用 電 力 ） 

 

 

Ⅰ 業務用電力 

 

料金は，料金プランに応じ次のとおりといたします。 

１ 料金プラン 

(１) 料金プランは，次のとおりといたします。 

 

  イ 高圧業務用電力で供給を受ける場合 

料 金 プ ラ ン              

Ｗ  Ｅ 

プ ラ ン Ａ 

プ ラ ン Ｂ 

プ ラ ン Ｃ 

Ｆ  Ｒ 

プ ラ ン Ａ 

プ ラ ン Ｂ 

プ ラ ン Ｃ 

Ｔ Ｏ Ｕ 

ＴＯＵ２ 

 

  ロ 特別高圧業務用電力で供給を受ける場合 

料 金 プ ラ ン              

第 １ 種 

プ ラ ン Ａ 

プ ラ ン Ｂ 

プ ラ ン Ｃ 

第 ２ 種 

プ ラ ン Ａ 

プ ラ ン Ｂ 

プ ラ ン Ｃ 

 

(２) 料金プランの適用は，１契約種別につき１料金プランとし，あらかじめお客さまに選択していただ

きます。 

   なお，お客さまは，原則として，１料金プランを適用されてから１年に満たないで他の料金プラン

に変更することはできません。 

２ 料 金 区 分 

この料金表における季節区分，曜日区分および時間帯区分は，次のとおりといたします。   

(１) 季節区分 

イ 夏     季      

    毎年７月１日から９月30日までの期間をいいます。 

ロ そ の 他 季      

    毎年10月１日から翌年の６月30日までの期間をいいます。 

(２) 曜日区分 

イ 休日扱い日 

休日扱い日とは，次の日をいいます。 

土曜日および別表（休日等）に定める日 

ロ 平   日 

休日扱い日以外の日をいいます。 
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(３) 時間帯区分 

イ 重負荷時間 

  夏季の毎日午前10時から午後５時までの時間をいいます。ただし，別表（休日等）に定める日の

該当する時間を除きます。 

ロ 昼 間 時 間      

  毎日午前８時から午後10時までの時間をいいます。ただし，重負荷時間および別表（休日等）に

定める日の該当する時間を除きます。 

ハ 夜 間 時 間      

  重負荷時間および昼間時間以外の時間をいいます。 

 

３ 料 金 

基本料金および電力量料金は，料金プランに応じ，次のとおりといたします。 

(１) ＷＥプランＡ・ＷＥプランＢ・ＷＥプランＣ 

   電力量料金は，その１月の季節別・曜日別の使用電力量によって算定することとし，休日扱い日に

使用された電力量には休日料金を，夏季の平日に使用された電力量には夏季の平日料金を，その他季

の平日に使用された電力量にはその他季の平日料金をそれぞれ適用いたします。  

 

  イ 高圧業務用電力で供給を受ける場合  

料金プラン 
基本料金 

電力量料金 

休日料金 
平日料金 

夏季 その他季 

契約電力１キロワット１月につき １キロワット時につき 同左 同左 

ＷＥプランＡ 1,716円26銭 17円26銭 21円34銭 20円15銭 

ＷＥプランＢ 1,914円26銭 17円26銭 19円74銭 18円69銭 

ＷＥプランＣ 2,002円26銭 17円26銭 19円44銭 18円42銭 

 

(２) ＦＲプランＡ・ＦＲプランＢ・ＦＲプランＣ・第２種プランＡ・第２種プランＢ・第２種プランＣ 

   電力量料金は，その１月の使用電力量によって算定することとし，夏季に使用された電力量には夏

季料金を，その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。 

   

  イ 高圧業務用電力で供給を受ける場合 

料金プラン 
基本料金 

電力量料金 

夏季料金 その他季料金 

契約電力１キロワット１月につき １キロワット時につき 同左 

ＦＲプランＡ 1,716円26銭 20円30銭 19円21銭 

ＦＲプランＢ 1,914円26銭 19円18銭 18円19銭 

ＦＲプランＣ 2,002円26銭 18円97銭 18円00銭 
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  ロ 特別高圧業務用電力で供給を受ける場合 

 

料金プラン 

基本料金 
電力量料金 

夏季料金 その他季料金 

契約電力１キロワット

１月につき 
１キロワット時につき 同左 

標準電圧 20,000 ボルト

または 30,000 ボルトで

供給を受ける場合 

第２種プランＡ 1,667円81銭 18円69銭 17円71銭 

第２種プランＢ 1,788円28銭 18円00銭 17円09銭 

第２種プランＣ 1,942円28銭 17円56銭 16円69銭 

標準電圧 70,000 ボルト

で供給を受ける場合 

第２種プランＡ 1,625円90銭 18円53銭 17円57銭 

第２種プランＢ 1,746円38銭 17円84銭 16円95銭 

第２種プランＣ 1,900円38銭 17円41銭 16円54銭 

 

(３) ＴＯＵ・ＴＯＵ２・第１種プランＡ・第１種プランＢ・第１種プランＣ 

   電力量料金は，その１月の時間帯別の使用電力量によって算定することとし，重負荷時間に使用さ

れた電力量には重負荷時間料金を，昼間時間に使用された電力量には昼間時間料金を，夜間時間に使

用された電力量には夜間時間料金をそれぞれ適用いたします。 

 

  イ 高圧業務用電力で供給を受ける場合 

料金プラン 
基本料金 

電力量料金 

重負荷時間 

料   金 

昼 間 時 間 

料      金 

夜 間 時 間 

料   金 

契約電力１キロワット１月につき １キロワット時につき 同左 同左 

Ｔ Ｏ Ｕ 1,716円26銭 23円62銭 20円52銭 16円96銭 

ＴＯＵ２ 2,002円26銭 21円29銭 18円65銭 16円96銭 
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ロ 特別高圧業務用電力で供給を受ける場合 

 

料金プラン 

基本料金 

電力量料金 

重負荷時間 

料   金 

昼 間 時 間 

料      金 

夜 間 時 間 

料   金 

契約電力１キロワット

１月につき 

１キロワット時 

につき 
同左 同左 

標準電圧 20,000 ボルト

または 30,000 ボルトで

供給を受ける場合 

第１種プランＡ 1,667円81銭 21円87銭 19円04銭 15円59銭 

第１種プランＢ 1,788円28銭 20円60銭 18円03銭 15円59銭 

第１種プランＣ 1,942円28銭 19円80銭 17円39銭 15円59銭 

標準電圧 70,000 ボルト

で供給を受ける場合 

第１種プランＡ 1,625円90銭 21円70銭 18円89銭 15円44銭 

第１種プランＢ 1,746円38銭 20円43銭 17円89銭 15円44銭 

第１種プランＣ 1,900円38銭 19円63銭 17円25銭 15円44銭 

 

 

Ⅱ 臨 時 電 力      

 

基本料金および電力量料金は，次のとおりといたします。 

なお，電力量料金は，その１月の使用電力量により，Ⅰ（業務用電力）３（料金）(２)に準じて算定

いたします。 

 

  イ 高圧業務用電力で供給を受ける場合 

基本料金 
電力量料金 

夏季料金 その他季料金 

契約電力１キロワット１月につき １キロワット時につき 同左 

2,059円52銭 22円93銭 21円59銭 

 

  ロ 特別高圧業務用電力で供給を受ける場合 

 

基本料金 
電力量料金 

夏季料金 その他季料金 

契約電力１キロワット１月につき １キロワット時につき 同左 

標準電圧 20,000 ボルトまたは 30,000 ボルト

で供給を受ける場合 
2,001円37銭 21円04銭 19円83銭 

標準電圧 70,000 ボルトで供給を受ける場合 1,951円08銭 20円84銭 19円67銭 
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Ⅲ 業務用自家発補給電力 

 

基本料金および電力量料金は，次のとおりといたします。 

なお，電力量料金は，その１月の使用電力量により，Ⅰ（業務用電力）３（料金）(２)に準じて算定

いたします。 

 

  イ 高圧業務用電力で供給を受ける場合 

基本料金 電力量料金 
 

夏季料金 その他季料金 

契約電力１キロワット１月につき  １キロワット時につき 同左 

1,880円74銭 

定期検査または定期

補修による場合 
21円64銭 20円44銭 

定期検査および定期

補修以外による場合 
25円04銭 23円50銭 

 

  ロ 特別高圧業務用電力で供給を受ける場合 

 
基本料金 

電力量料金 

 

夏季料金 その他季料金 

契約電力１キロワット１月につき １キロワット時につき 同左 

標準電圧 20,000 ボルト

または 30,000 ボルトで

供給を受ける場合 

1,830円19銭 

定期検査または定期

補修による場合 
19円90銭 18円81銭 

定期検査および定期

補修以外による場合 
22円96銭 21円58銭 

標準電圧 70,000 ボルト

で供給を受ける場合 
1,784円10銭 

定期検査または定期

補修による場合 
19円71銭 18円66銭 

定期検査および定期

補修以外による場合 
22円73銭 21円39銭 

 

 

Ⅳ  予 備 電 力      

 

基本料金は，電気の使用の有無にかかわらず，次のとおりといたします。 

また，電力量料金は，その１月の使用電力量により，Ⅰ（業務用電力）３（料金）(１)，(２)または

(３)に準じて算定いたします。 

 

  イ 高圧業務用電力で供給を受ける場合 

 
基本料金 電力量料金 

契約電力１キロワット１月につき １キロワット時につき 

予備線の場合 79円20銭 
常時供給分の該当料金を適用

するものといたします。 

予備電源の場合 128円70銭 同上 
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  ロ 特別高圧業務用電力で供給を受ける場合 

 
基本料金 電力量料金 

契約電力１キロワット１月につき １キロワット時につき 

予備線の場合 53円90銭 
常時供給分の該当料金を適用

するものといたします。 

予備電源の場合 88円00銭 同上 
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別表（休日等） 

休日等とは，日曜日，「国民の祝日に関する法律」に規定する休日，１月２日，１月３日，４月30

日，５月１日，５月２日，12月30日および12月31日をいいます。 
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